
令和８年度岡山県発達障害者支援センター運営等事業委託仕様書 

 

第１ 目 的 

  自閉症等の特有な発達障害を有する障害児（者）に対する支援を総合的に行う

地域の拠点として、岡山県発達障害者支援センター運営事業を実施するとともに、

関連する事業を次のとおり実施する。 

 １ 岡山県発達障害者支援センター運営事業 

２ 地域の早期支援体制整備事業 

３ ペアレントメンター養成・派遣事業 

４ 地域に根差した家族支援体制推進事業 

５ 青年期支援体制整備事業 

６ 発達障害のある人の職場研修事業 

７ 成人期支援体制整備事業 

８ 市町村支援体制整備促進事業 

 

第２ 事業の期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

第３ 委託予定額（消費税及び地方消費税を含む。） 

 １ 岡山県発達障害者支援センター運営事業  ３８，３８８，６０６円 

２ 地域の早期支援体制整備事業        ６，３８５，９５８円 

３ ペアレントメンター養成・派遣事業     ２，２３５，８９６円 

４ 地域に根差した家族支援体制推進事業    ２，０３８，３０５円 

５ 青年期支援体制整備事業          １，３３３，４８０円 

６ 発達障害のある人の職場研修事業        ６１４，１１６円 

７ 成人期支援体制整備事業            ７８１，９１０円 

８ 市町村支援体制整備促進事業          ７０２，７９８円 

        合   計          ５２，４８１，０６９円 

 

第４ 事業内容 

１ 岡山県発達障害者支援センター運営事業 

   別添１－１、別添１－２、別添１－３のとおり 

２ 地域の早期支援体制整備事業 

   別添２のとおり 

３ ペアレントメンター養成・派遣事業 

別添３のとおり 

４ 地域に根差した家族支援体制推進事業 

別添４のとおり 



５ 青年期支援体制整備事業 

別添５のとおり 

 ６ 発達障害のある人の職場研修事業 

別添６のとおり 

７ 成人期支援体制整備事業 

別添７のとおり 

８ 市町村支援体制整備促進事業 

別添８のとおり 

 

第５ 留意事項 

  １～８の各事業の委託予定額を、契約に係るそれぞれの事業ごとの上限額とす

る。 

なお、事業完了後の委託料の額の確定は、契約額と業務の実施に要した経費の

実支出額のいずれか低い額とする。 


